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 大和市郷土民家園の指定管理者候補の選定にあたり、大和市郷土民家園の指定管理者選定委員会（以下「選

定委員会」という）は、応募団体から提出された申込書類の審査及び公開の審査会を実施しました。 

このたび、選定委員会による審査を終了し、次のとおり指定管理者候補を決定しましたので報告します。 

 

１． 施設の概要 

① 名 称   大和市郷土民家園 

② 所在地   大和市上草柳６２９番地１ 

③ 敷地面積  ３，７５９．２㎡ 

 

２． 募集概要 

① 募集期間  令和２年８月１７日（月）～令和２年１０月５日（月） 

② 応募者（１団体） 

・公益財団法人 大和市スポーツ・よか・みどり財団 

（大和市深見西１－３－１７  理事長 清水 和男） 

 

３． 選定の方法 

選定委員会委員５名（委員の構成は、市民委員４名、市職員１名）では、応募書類及び応募 

団体による公開の審査会での事業計画説明を基に審査を行い選定しました。 

 選定委員会では、「大和市郷土民家園の指定管理者選定委員会審査要領」（別紙１）に基づき、 

公益財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団が指定管理者の候補者として最適か否かの審査 

を実施し、指定管理者の候補者を決定しました。 

 

４． 審査の基準 

「大和市郷土民家園指定管理者候補者に係る評価表」による評価を行いました。 

 

５．審査の結果 

  令和２月１０月１３日（火）に選定委員会において、「大和市郷土民家園の指定管理者選定委員会審査

要領」に基づく厳正な審査を行った結果、次のとおり指定管理者の候補者を決定しました。 

 

■候補者の決定 

   団体名：公益財団法人 大和市スポーツ・よか・みどり財団 

   代表者：理事長 清水 和男 

   所在地：大和市深見西一丁目３番１７号 

 

応募団体の評価の詳細は、「大和市郷土民家園指定管理者候補者審査に係る評価集計」（別紙２）を参照

してください。 

 

６．指定管理提案額 

  令和３年度～令和８年度  年間 ９，９９９千円 

  

７．指定期間 

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間） 
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大和市郷土民家園の指定管理者選定委員会審査要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、大和市郷土民家園の指定管理者選定委員会設置要綱（令和２年大和市告示第３５号）

に基づき設置する大和市郷土民家園の指定管理者選定委員会（以下「委員会」という。）による大和市郷

土民家園の指定管理者候補者（以下「候補者」という。）の選定についての審査に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

（応募資格等） 

第２条 応募者は、法人又はその他の団体（以下「団体等」という。）若しくは共同事業体とし、個人での

応募は認めない。なお、共同事業体で応募する場合は、代表する団体等を定めることとする。 

２ 次のいずれかに該当するものは、応募者となることはできないものとする。 

（１）法律行為を行う能力を有しない者であること 

（２）破産者で復権を得ない者であること 

（３）国税及び地方税等を滞納している者であること 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）により更生又

は再生手続きをしている者であること 

（５）地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９２条の２、第１４２条（同法第１

６６条第２項の規定により準用する場合を含む。）又は第１８０条の５第６項の規定に抵触する者であ

ること 

（６）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の４第２項（政令

第１６７条の１１第１項の規定により準用する場合を含む。）により、市の執行機関における一般競争

入札等の参加を制限されている者であること 

（７）大和市一般競争参加停止及び指名停止等措置要領第２条により、市の執行機関における一般競争参加

停止及び指名停止の措置を受けている者であること 

（８）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項により、２年以内に指定管理者の指

定を取り消された者であること 

（９）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第２号に掲げる暴力

団若しくはその利益となる活動を行っているもの又は法人等の代表者、役員若しくは職員が暴力団等の

構成員であること 

（１０）大和市暴力団排除条例（平成２３年条例第４号）第２条第５項に掲げる暴力団経営支配法人等であ

ること 

（１１）２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受け、その後の必要な措置の実施について労働基準監督

署に報告をしていない者であること 

（１２）その他市が指定管理者として適当でないと認めるもの 

（１３）共同事業体で応募しようとする場合で、次のいずれかに該当するもの 

（ア）構成する団体等のいずれかが上記（１）～（１２）の条件に該当するもの 

（イ）応募時に「共同事業体協定書」を提出できないもの、又は選定後協定締結時までに代表団体等及び

責任分担を明確に定めた組合契約を締結し、組合契約書の写しを提出することができないもの 

（審査方法） 

第３条 審査は、書類審査及び面接審査をもって行う。書類審査は大和市文化スポーツ部文化振興課が行い、

必要な書類が提出されているか、提案書が仕様書に定められた項目や要求水準を満たしているか、指定管

理料が上限額を上回っていないかを確認するものとする。なお、提案内容が仕様書等に示した要求水準を
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満たしていないことが明らかな場合や提案金額が上限額を上回っている場合、欠格事項に該当する場合は

失格とし、誤記等の軽微な不備がある場合は、応募者に対し補正を求めるものとする。 

２ 書類審査を通過した応募者について面接審査を行う。面接審査は応募者による事業計画等のプレゼンテ

ーション及び質疑応答により選定委員会が行い、大和市郷土民家園条例（平成６年大和市条例第８号）第

７条に規定する選定基準（以下「選定基準」という。）に基づき、別に定める評価表により委員会が採点

を行う。 

（審査からの除外） 

第４条 次のいずれかに該当する場合は、審査から除外する。 

（１）前条第２項による採点の結果において、評価点が評価項目配点の中間点の合計点数に委員の人数を積

算した点数に満たず、又は中間点の合計点数以上の評価を行った委員の人数が過半数に満たない場合 

（２）その他委員会が選定基準を満たしていないと判断した場合 

（審査結果） 

第５条 委員会は、第３条第２項による採点の結果、各委員の点数の合計が最も高い応募者について、候補

者として選定することが適当である旨の決定をする。この場合において、委員会は、当該応募者の事業計

画書等の内容及び業務を行うにあたり改善すべき事由等に関し、必要な意見を付すことができる。 

２ 同点の応募者があった場合は、同点の応募者を対象とした決選投票又は委員会会長の裁決で決定する。 

３ 委員会は、前２項において決定された応募者が、指定管理者となることが不可能となったとき又は新たに判

明した事実により指定管理者として不適当であると認められたときは、前条各号のいずれにも該当しない応

募者のうち、順位が次位にある者を、候補者として再選定する旨の決定をする。 

４ 面接審査の対象としたすべての応募者が前条各号のいずれかに該当する場合、委員会は、いずれの団体

等も選定基準を満たしていない旨の決定を行うものとする。 

（委任） 

第６条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、委員会会長が定める。 

 

   附 則 

 この要領は、令和２年８月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

「大和市郷土民家園指定管理者候補者審査」に係る評価集計 

選定基準 審査項目 配点 
対象：（財）スポーツ・よか・みどり財団 

委員 A 委員 B 委員 C 委員 D 委員 E 

1 
利用者の平等利用を確保すること

ができるものであるか。 

(1) 利用条件の考え方 3 3 3 2 3 2 

(2) 苦情処理体制が確率されているか 3 3 2 2 3 3 

2 
サービスの向上が図れるものであ

るか 

(1) 事業計画全体の企画内容 5 4 5 4 4 3 

(2) 自主事業の企画内容 5 4 4 4 4 3 

(3) 職員配置・確保策 3 3 3 2 3 2 

(4) 職員の継続雇用 3 3 3 2 3 2 

(5) 職員教育・研修 3 2 3 2 3 2 

(6) セルフモニタリング 3 3 2 2 2 2 

3 
民家園の効用を最大限に発揮させ

ることができるものであるか 

(1) 施設の特性を生かした事業計画 5 4 5 4 4 4 

(2) 施設の利用促進・サービスの向上 5 4 4 4 4 4 

4 
民家園の適切な維持管理を図るこ

とができるものであるか 

(1) 古民家の保全 3 3 3 3 3 2 

(2) 施設の保全 3 3 3 2 3 2 

(3) 緊急時の対策 3 3 3 2 3 3 

(4) 防犯防災対策 3 3 3 2 3 2 

(5) 事故防止対策 3 2 3 3 3 2 

5 
管理に係る経費の縮減が図られる

ものであるか 

(1) 必要な項目の計上 5 3 4 3 4 3 

(2) 経費縮減に対する方針 
5 3 5 3 5 4 

5 1 1 1 1 1 

6 
管理を安定して行う物的能力及び

人的能力を有するものであるか 

(1) 事業理念及び経営方針 3 3 3 3 2 2 

(2) 経営状況 3 3 3 2 3 2 

(3) ISO等の品質・環境に関する規格 3 3 3 2 3 2 

(4) 関連施設の受注・経営実績 3 3 3 2 3 2 

7 

市民の意見が反映される管理運営

を行うことができるものである

か。 

(1) 利用者要望・意見への対応策 3 2 2 3 3 2 

(2) 地域との連携対応 3 3 3 3 3 3 

8 
個人情報保護及び情報公開に対す

る措置が図られるものであるか。 

(1) 
個人情報の保護措置及び開示請求への

対応措置 
3 2 3 2 3 2 

(2) 情報公開請求への対応措置 3 2 3 2 3 2 

(3) 文書管理 3 2 3 2 3 2 

9 その他必要な事項 (1) 文化財保護制度の理解と熱意ある提案 5 4 5 4 4 4 

  

個人別得点 100 81 90 72 88 69 

全体得点 500 400 

  
※ 中間点 64 点×5 人＝320 点に満たないものは失格 

      

  
※ 中間点 64 点以上の評価を行った選定委員が、過半数（3 名）を超えないものは失格 
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